
臓器提供意思登録システムの整備について  

1．趣 旨   

厚生労働省・（社）日本臓器移植ネットワークでは、これまで約1傍杖のカード  

を作成し、地方自治体、郵便局、コンビニエンスストア等に配備し、より多くの方  

に臓器提供に関する意思を表示していただけるよう取り組んでいるが、   

① カードの所持率は10．5％（平成16年内閣府世論調査）で、カードを持っ  

ていないより多くの方に所持していただけるよう、カードの効果的な普及方法  

が求められている。   

② カードを持っている方でも、家族がそのことを知らなかったりすると、カー  

ドが発見されずに提供に至らないケースや、カードの記載不備のため意思が活  

かされないケースがある。   

また、心停止下での腎臓提供では、本人の書面による意思表示がある場合及び拒  

否の意思を表示している場合以外の場合には、遺族の承諾により提供することがで  

きることとなっているため、本人の臓器提供に関する意思（提供する■提供しない）  

をより確実に確認する方策が求められている。   

このため、臓器提供に関する意思表示機会を拡大し、カード所持者の増加を図る  

とともに、より確実に臓器提供に関する意思を確認することができるよう、臓器提  

供意思登録システムを整備する。  

2．登録システムの内容（案）  

t実施主体 （社）日本臓器移植ネットワーク  

ー登録方法  

①（社）日本臓器移植ネットワークのホームページ上に登録コーナーを設け、   

パソコンや携帯電話から臓器提供に関する意思を登録する。  

②（社）日本臓器移植ネットワークより、登録内容を記載した書面（臓器提供   

意思カード）を本人に郵送し、登録内容を確認してもらうとともに、本人に署  

名した上で所持してもらう。  
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3．今後の進め方  

・平成18年度概算要求で関連予算を要求中  

・法律関係、医療関係、情報システム関係等の有識者による作業班を設置し、   

①登録システムの基本的な仕組み   

②事業化に際して留意すべき事項   

等について検討する。  







第2掴巌器移植委員会  

（H．17．9．29）  

平成18年度移植対策関係予算概算要求の概要  

臓器移植対策室  

概算要求額 前年度予算額  

586百万円・（521百万円）  1．臓器移植対策  

千円   千円  

551，192（486，448）  

54，591（   0）   

8，936（   0）  

＜概 要＞  

（1）臓器移植対策事業費（日本臓器移植ネットワーク）  

㊥・臓器提供意思登録システム  

㊨・臓器移植普及啓発リーフレット  

（2）保健衛生施設等設備整備費（健康局総務課計上）  

（アイバンク設備、臓器移植コーディネーター設備）  

（3）保健医療提供体制整備交付金、保健医療提供体制推進事業祐助金（医政局指導課計上）  

（腎移植施設、HLA検査センター設備）  

2．造血幹細胞移植対策  1，861百万円（1，825百万円）  

1，235百万円（1，199百万円）  1．骨髄移植対策  

千円   千円  

500，998（454，241）  

50，614（   0）  

731．258（742，037）  

＜概 要＞  

（1）骨髄移植対策事業費（骨髄移植推進財団）  

㊤・骨髄コーディネートシステム再構築費  

（2）骨髄データバンク登録費（日本赤十字社）  

検査対象人員の増（31，500人分→33，000人分）  

（3）保健医療提供体制整備交付金（医政局指導課計上）  

（特殊病室施設）  

626百万円（626百万円）  

千円  千円  

625，750（625，780）   

ll．さい帯血移植対策  

＜概 要＞  

（1）さい帯血移植対策事業費（日本赤十字社）  

（2）保健衛生施設等設備整備費（健康局総務課計上）  

（プログラムフリーザー 、液体窒素タンク等）  

①  




